
 

５．介護給付適正化推進特別事業について 
 
 
《平成２８年度予算案について》 
  平成２８年度予算案   （平成２７年度予算） 
介護給付適正化推進特別事業 ７４，０５４千円    （５０，１６１千円） 
 うち既存事業分 ６８，７１４千円    （５０，１６１千円） 

うち新規事業分 ５，３４０千円       （ － ） 
 介護給付適正化推進特別事業の平成２８年度予算額は、対前年度２３，８９３千円増額と

なる７４，０５４千円を確保しており、増額の内訳としては、既存事業分１８，５５３千円、

新規事業分５，３４０千円となっている。 
既存事業分の増額については、これまでの予算執行実績が低調で、確保した予算を有効に

活用できていない状況が続いていたため、予算要求時に過去の実績に基づく申請率を乗じる

ことにより、予算額を圧縮せざるを得ない状況であったが、近年の適正化事業への取組意識

の高まりに伴って、本補助事業の理解が進んできたことにより、直近の実績では、申請額が

予算額を超える状況であることを踏まえ、平成２８年度については、満額要求が認められた

もの。 
また、新規事業分については、「都道府県介護給付適正化アドバイザー事業」を新たに実

施するための予算を確保したもの。（「項番１．第６期計画の実施と第７期計画の策定準備に

ついて」の（４）参照） 

 
 

《介護給付適正化推進特別事業の申請に当たっての留意事項について》 
 本補助事業の申請に当たっては、必要性を十分に検討し、事業内容を精査された上で、申

請されるようお願いする。 
 また、システム運用経費などの恒常的に経費が必要となるものについては、本補助事業に

よらず、安定財源を別途確保すべきである。 
 なお、平成２４年度の介護保険計画課長通知（別添）において、適正化業務に要する費用

については、審査支払手数料からの充当は差し支えないとしていることから、縦覧点検や医

療情報との突合等に係る国保連への業務委託に要する経費や適正化システムの運用経費に

ついては、審査支払手数料を財源とする検討を関係者間で行った上で申請されるよう併せて

お願いする。 
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国民健康保険団体連合会への審査支払の委託に要する経費について 

 
 
 介護保険の運営につきまして、平素より格別の御理解と御協力を賜り厚く御礼申し上げ

ます。 

 さて、本年７月に行われた会計検査院による実地検査において、介護保険審査支払手数

料について様々な指摘がなされたところです。 

本件については、平成１６年１月１６日付け厚生労働省老健局介護保険課事務連絡「平

成１６年度における国民健康保険団体連合会への審査支払の委託に要する経費について」

（以下「事務連絡」という。）において取り扱いを周知しているところですが、会計検査

院からの指摘等を踏まえ、今般、より明確に整理しましたので、管下市町村に対し周知方、

お願い致します。 

なお、審査支払手数料の国庫負担上限額（１件当たり９５円）について、現時点での変

更はありません。 

 また、各国民健康保険団体連合会（以下「国保連合会」という。）に対しましては、国

民健康保険中央会（以下「国保中央会」という。）より周知しておりますことを申し添え

ます。 
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介護保険審査支払手数料について 

 

 介護保険審査支払手数料については、事務連絡と合わせて、以下の内容を踏まえた会計

処理を行うとともに、その財源が国費をはじめとする公費と保険料により賄われているこ

とに鑑み、毎年度、保険者と国保連との協議を経て、公正かつ合理的な手数料を設定する

こととする。 

 

１．適正化業務への充当について 

  適正化のためのシステム運用及び改修等の適正化業務に要する費用については、介護 

保険制度の信頼性を高め、持続可能な介護保険事業の運営を確保する観点から、適正な 

審査支払業務に含まれるため、審査支払手数料からの充当は差し支えない。 

 

２．特別徴収経由事務費への充当について 

  特別徴収経由事務費については、当省の保険局高齢者医療課において、特別徴収に係 

る国民健康保険、後期高齢者医療制度、介護保険の三制度分の国庫補助を行っているた 

め、審査支払手数料から別途、充当することはできない。 

 ※参考：特別徴収経由事務 

年金天引きに係る事務は、年金天引きの依頼者である市町村と年金保険者である日本年金機構との

間を、国保中央会及び各都道府県に設置されている国保連合会をデータの仲介役として情報の授受を

行うものであり、市町村と日本年金機構が直接情報のやりとりを行う煩雑さの簡略化を図る観点から、

国保連合会・国保中央会を情報授受の経由事務を行う経由機関として位置づけられたところ。 

この年金天引きに係る情報の授受に係る経費については原則年金天引き依頼者である市町村が負

担することとなることから、市町村の負担軽減を図るために経費の一部について「後期高齢者医療制

度関係業務事業（保険局高齢者医療課所管）」において補助しているところである。 

 

３．苦情処理業務に要する費用について 

苦情処理業務は、介護保険制度が施行された平成１２年度の創設当初から国庫補助事

業としてきたが、都道府県の事務として同化・定着しているため、平成１５年度からは

一般財源化（都道府県への地方交付税措置）され、所要の財源が措置されている。 

しかしながら、一部の都道府県において、苦情処理業務に要する費用の補助について、

財源不足等を理由に削減しているため、その国保連合会では、苦情処理業務の費用の不

足額を審査支払手数料から充当せざるを得ないところもある。 

したがって、当該業務に要する費用に不足額が生じることのないよう、その財源に関

しては、一般財源化される以前に補助金の交付対象であった都道府県を中心に、また、

必要に応じ、苦情処理業務により間接的に利益が及ぶ保険者も含めて協議・調整し、所

要額の確保に努める。 


